
ちがさきを支える力、それは一人一人から生まれる

茅ヶ崎市自治基本条例

みんなが主役！

自治基本条例ってなんだろう？

しゅやく ささ ちから ひとり ひとり う

ち が さき し じ ち き ほん じょう れい

じ ち き ほん じょう れい

じ ち じぶん じぶん

自治 …自分たちのまちのことは、自分たちで決める

条例 …みんなが守らなければならない約束のうち、県や市などが取り扱うもの

について、国の法令内で、県や市が定めるもの

じょうれい まも やくそく けん し と あつか

くに ほうれいない けん し ぎかい さだ

市民
しみん

議会
ぎかい

市長・職員
しちょう しょくいん

茅 ヶ 崎 市 自 治 基 本 条 例
ち が さき し じ ち き ほんじょうれい

まずは言葉を分けて考えてみよう！
ことば わ かんが

この自治基本条例とは、茅ヶ崎市をもっと良くするために、市民・議会・行政が協力して

まちをつくっていくためのルールです。

じ ち きほんじょうれい ちがさきし よ しみん ぎかい ぎょうせい きょうりょく

まちづくりって、なか

なか一人では解決で

きない課題がいろい

ろあるな～…

市役所も同じで、

市役所だけで解決で

きないこともあるよ

そしたら、みんなで協力

しよう！ぼくたち市民も

地域で協力すればでき

ることもあるさ

自分たちにできること

から考え、行動して

茅ヶ崎市をより良いま

ちにしていこう！

まちづくりを進めることで、茅ヶ崎市がより住みやすいまちへと変わっていきます。

ひとり かいけつ

かだい

しやくしょ おな

しやくしょ かいけつ

きょうりょく

しみん

ちいき きょうりょく

じぶん

かんが こうどう

ちがさきし よ

すす ちがさきし す か
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まちづくりで大切なこと

お問い合わせ：茅ヶ崎市 経営総務部 行政総務課 市政情報担当

☎ ０４６７－８１－７１１０（直通）

しみん

「市民」は茅ヶ崎に住んでいる人のほかに、茅ヶ崎で働いている人や

学校に通っている人、茅ヶ崎を良くする活動を行っている団体も含まれます。

しみん ちがさき す ひと ちがさき はたら ひと

がっこう かよ ひと ちがさき よ かつどう おこな だんたい ふく

子どもたちも含まれているよ
こ ふく

たいせつ

●市民がまちづくりに参加すること

↳「市民参加」といいます。

●参加してまちづくりを進めるときはみんなが同じ情報を持つこと

↳「情報共有」といいます。

●市民がお互いに協力し合ったり、市民と市が協力してまちづくりを進めること

↳「協働」といいます。

しみん さんか

さんか すす おな じょうほう も

しみん たが きょうりょく あ しみん し きょうりょく すす

きょうどう

市民ってだれのこと？
しみん

市民と市の役割
し みん し やく わり

市の役割

議会

・条例をつくること

・市長や職員の仕事

をチェックすること

・議会の情報を提供

すること

市長・職員

・まちづくりへの情報を

提供すること

・市民参加の体制を

整備すること

・市民活動を支援すること

し やくわり

かつどう ぎかい しちょうしょくいん

じょうれい

しちょう しょくいん しごと

ぎかい じょうほう ていきょう

じょうほう

しみんさんか たいせい

しみんかつどう しえん

自治基本条例に関する詳しいご案内はこちらをご覧ください。
じ ち き ほんじょうれい かん くわ あんない らん

と あ ちがさきし けいえいそうむぶ ぎょうせいそうむか しせいじょうほうたんとう

ちょくつう

しみんさんか

じょうほうきょうゆう

海岸清掃など、子どもたちも参加

できることがたくさんあるよ！

かいがんせいそう こ さんか

さんか

・ボランティア活動などをすること

・コミュニティの活動に参加すること

・市の活動（説明会やアンケート調査

など）に参加すること

・茅ヶ崎の課題を解決するため、市民

や市がお互い協力し、協働すること

かつどう さんか

し かつどう せつめいかい ちょうさ

市民の役割
しみん やくわり

ちがさき かだい かいけつ しみん

し たが きょうりょく きょうどう

ていきょう

せいび


